
建設工事における現場代理人兼務取扱要領 

（目的） 

第１条　八街市が発注した工事の現場代理人が工事現場における運営、取締り

及び権限の行使に支障がなく、かつ、八街市との連絡体制が確保されている

場合に限り、他の工事の現場代理人と兼務できる場合について定めるものと

する。 

（対象工事） 

第２条　現場代理人が他の工事の現場代理人と兼務できる工事は、次に掲げる

工事とする。 

（１）契約金額が１件２００万円以下の工事 

（２）契約金額が１件２００万円を超えて４，５００万円（建築一式工事に

ついては予定価格９，０００万円）未満の工事で、八街市内に営業所（本店

又は支店等）を有する建設業者が受注した工事 

２　前項第２号及び第３項の規定により現場代理人が他の工事の現場代理人と

兼務できる工事は、３件までとする。 

３　第１項第２号の規定による工事で、変更等により契約金額が４，５００万

円（建築一式工事については予定価格９，０００万円）以上となった場合で

も兼務は可能とする。 

４　現場代理人の配置期間は、主任技術者等専任通知書の提出日から工事完成

通知書の提出日までとする。 

（兼務の届出） 

第３条　前条第１項第２号の規定により現場代理人の兼務をしようとする建設

業者は現場代理人兼務届出書（様式１）を、当該兼務に係る工事を所管する

それぞれの部署に提出しなければならない。 

（兼務中の注意事項） 

第４条　現場代理人等の兼務をしている工事については、次に掲げる事項を厳

守すること。 

（１）各工事現場の安全管理等を徹底すること。 

（２）常に八街市及び工事現場間の連絡が取れる体制にすること。 



 

附則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行し、同日以降に契約を締結する工

事について適用する。 

２ この要領は、令和８年４月１日から施行し、同日以降に契約を締結する工事

について適用する。



様式第１号（第３条関係） 

現場代理人兼務届出書 

年　　月　　日　 
八街市長　　　　様 

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
称号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

 
　下記の工事について、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、

八街市との連絡体制が確保されているので、現場代理人の兼務について次のとおり届出します。 
　なお、工事の施工にあたっては、それぞれの監督職員の指示に従い、兼務が続行できないと判断された

場合には、兼務を取り止めます。 
　また、当該工事の現場代理人の兼務に関する違反の事実が明らかになった場合は、契約解除等の措置を

されても異議を申し立てしません。 
 
○現場代理人 

 
○現在、現場代理人として従事している工事（工事１） 

 
○上記現場代理人が、これから兼務しようとする工事（工事２） 

 
○上記現場代理人が、これから兼務しようとする工事（工事３） 

 
氏 名

 
工 事 名

 
工 事 場 所

 
工 期 年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

 
契 約 金 額 円

 
工 事 担 当 課

 
工 事 名

 
工 事 場 所

 
工 期 年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

 
契 約 金 額 円

 
工 事 担 当 課

 
工 事 名

 
工 事 場 所

 
工 期 年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

 
契 約 金 額 円

 
工 事 担 当 課


